付紙様式第２

秘密保全体制認証申請書
　　年　　月　　日

　防衛装備庁長官　殿

　（装備政策部装備保全管理課長気付）

　（地方防衛局調達部長等経由）

所 在 地

事業者名

代表者名

　秘密保全体制の認証について、属紙第１及び属紙第２の内容を承諾しましたので、保全基準兼点検票及び下記の関係書類を添えて申請します。

記

（関係書類）

１　申請条件を満たしていることを証明する書類

２　組織の体制

　⑴　総括者（保全の総括責任者）の指名

役　職：

氏　名：

指名基準：基準１、基準２、基準３（いずれかに〇をしてください。）

⑵　総括者の指名に当たって、選択した指名基準を満たしていることを証明する書類及び総括者の経歴

　⑶　保全の責任者（総括者、保全責任者等）の役割及び役職を明記した書類

　⑷　事業者全体の中の防衛部門の位置付けが分かる組織図

　⑸　防衛部門の組織編成図

  ⑹　付紙様式第１－１の回答を証明する書類

　　

３　秘密保全規則 
　⑴　秘密保全規則案

　⑵　懲戒手続等が規定された社内規則

４　教育の体制 
　⑴　教育実施計画及び教育テキスト

　⑵　直近の保全教育の実施状況

５　秘密保全施設 
　⑴　構造（設計）図、カタログ等

　⑵　建築（改修）中の写真

  ⑶　基準と同等以上であることを証明する書類

（その他調整事項）　

６　認証する場合に交付する認証証明書の宛名の希望

　　事業者名／事業所名／別途調整　（いずれかに〇をしてください。）

７　防衛装備庁のホームページ（認証事業者リスト一覧）への掲載

　　希望する　／　希望しない　（いずれかに〇をしてください。）

添付書類：１　保全基準兼点検票（保全組織の体制）

　　　　　２　保全基準兼点検票（秘密保全規則）

　　　　　３　保全基準兼点検票（秘密保全教育の体制）

　　　　　４　保全基準兼点検票（秘密保全施設、保全外部区域及び保管容器）

　　　　　５　関係書類

【申請に当たっての留意事項】

○　１の「証明する書類」として、以下のいずれかの書類を提出してください。

⑴　秘密取扱原因契約に係る契約書（鑑）の写し

⑵　防衛装備庁との契約に係る契約書（鑑）の写し３件分

○　２⑴ の「指名基準」について、属紙第２の基準２又は基準３に該当する場合には、防衛装備庁が実施する研修を修了してください。

○　２⑹ の「証明する書類」として、以下の書類を参考に、該当箇所の書類を添付してください。

定款、取締役会決議書、コーポレートガバナンス、役員規程、情報管理規定、有価証券報告書、大量保有報告書、その他参考となる書類

○　５⑶ の「証明する書類」として、保全基準に相当する代替措置を講じる場合に、これを証明する書類を提出してください。

○  防衛事業適合事業者制度等に関する訓令（令和７年防衛装備庁訓令第１９号）附則第２項に該当する事業者として、既に秘密を取り扱う契約を通じて秘密保全体制を整備している事業者が本申請を行う場合は、以下の書類により申請することができます。

⑴　本申請書

⑵　付紙様式第１－１及び本申請書の２に掲げる書類

⑶　本申請書の３、４及び５に係る過去の審査結果の通知の写し

○　防衛事業適合事業者が認証申請する場合は、本申請の本文を「秘密保全体制の認証について、属紙第１及び属紙第２の内容を承諾しましたので、防衛事業適合事業者として、下記のとおり申請します。」とした上で、記書き部分に「（その他調整事項）」のみを記載して申請することができます。
属紙第１

認証申請に当たっての承諾事項
　（秘密の保全体制の維持）

第１　認証を受けた秘密の保全体制について、認証の有効期間内においては、認証を受けた時点と同じ適切な保全体制を維持すること。

　（秘密の保全体制の変更）

第２　認証を受けた秘密の保全体制について、変更のある場合は、真にやむを得ない事情のある場合を除き、事前に防衛装備庁又は地方防衛局に申請すること。

　（防衛装備庁による保全教育の受講）

第３　教育の体制が不十分と判断された場合には、保全教育の実施者に対して、年１回以上、防衛装備庁による保全教育を受けさせること。

　（保全基準兼点検票の提出）

第４　別に定める要領により正確な保全基準兼点検票を防衛装備庁に提出すること。

　（現地調査等の受入）

第５　認証を受けた情報保全体制について、別に定めるところにより防衛装備庁若しくは地方防衛局の現地調査等又は保全検査を受け入れ、是正措置等を求められた場合は、適切な措置を講じること。

　（認証取消後の措置）

第６　認証の取消を受けた場合は、認証証明書を返納し、認証マークの使用を終了すること。

　（その他事項）

第７　その他調整事項が生じた場合は、防衛装備庁装備政策部装備保全管理課と協議すること。
属紙第２

総括者の指名に関する細部審査基準

　認証申請する事業者は、総括者を指名するに当たっては、以下の第１から第３までの基準のいずれかを満たすことができる者とすること。

第１　基準１

１　総括者は、認証事業者の契約代理人、防衛事業に関する事業本部長又は工場長その他の認証事業者の経営責任者又は防衛事業の執行責任者として、認証事業者及びその下請負事業者に対し、秘密の保全についての権限を行使できること。

２　総括者は、過去１０年の間、２年以上継続して、通算３年以上にわたり防衛産業において該当する秘密区分を含む防衛省の秘密を取り扱った実務経験があること。

３　総括者は、リスク評価、従業者への教育、秘密保全施設等の管理、定期的な点検、下請負事業者との関係及び事故対応を含め、認証事業者における年次及び月次の秘密の取扱いに関する措置について熟知しており、日常的な秘密の取扱いについて関係社員に対する指導を行うことができること。

第２　基準２

１　総括者は、認証事業者の契約代理人、防衛事業に関する事業本部長又は工場長その他の認証事業者の経営責任者又は防衛事業の執行責任者として、認証事業者及びその下請負事業者に対し、秘密の保全についての権限を行使できること。

２　第１の２及び３を満たすことができない場合には、以下の措置を講じること。

　⑴　保全責任者その他秘密保全組織を管理する者であって、総括者を支える者として過去１０年の間に通算５年以上にわたり防衛産業において該当する秘密区分を含む防衛省の秘密を取り扱った実務経験があり、リスク評価、従業者への教育、秘密保全施設等の管理、定期的な点検、下請負事業者との関係及び事故対応を含め、認証事業者における年次及び月次の秘密の取扱いに関する措置について熟知している者を配置すること。

　⑵　総括者は、認証の日から事業者として秘密を取り扱うまでに、リスク評価、従業者への教育、秘密保全施設等の管理、定期的な点検、下請負事業者との関係及び事故対応を含め、認証事業者における年次及び月次の秘密の取扱いに関する措置についての防衛装備庁の研修を修了すること。

第３　基準３

１　総括者は、認証事業者の契約代理人、防衛事業に関する事業本部長又は工場長その他の認証事業者の経営責任者又は防衛事業の執行責任者として、認証事業者及びその下請負事業者に対し、秘密の保全についての権限を行使できること。

２　第２の２⑴を満たすことができない場合には、以下の措置を講じること。

　⑴　総括者は、認証の日から事業者として秘密を取り扱うまでに、リスク評価、従業者への教育、秘密保全施設等の管理、定期的な点検、下請負事業者との関係及び事故対応を含め、認証事業者における年次及び月次の秘密の取扱いに関する措置についての防衛装備庁の研修を修了すること。

　⑵　保全責任者その他秘密保全組織を管理する者は、認証の日から事業者として秘密を取り扱うまでに１回及びその後は３か月に１回の頻度により合計４回、リスク評価、従業者への教育、秘密保全施設等の管理、定期的な点検、下請負事業者との関係並びに事故対応を含め、認証事業者における日常的な秘密の取扱いに関する保全措置についての防衛装備庁の研修を修了するこ
